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香南市の電子契約について

住宅管財課

2023.03



香南市の電子契約概要
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▶運用開始時期

契約管財課（R5.4.1住宅管財課から名称変更）がR5.4.1以降に公告又は
指名通知を行う入札について対象とします。

▶契約方法（電子・書面）の選択

契約管財課が入札を行う案件については、将来的には、原則電子契約とさ
せていただく予定ですが、当面の間は、希望により「電子契約」か「書面契約」
どちらかを選んでいただきます。

▶今後電子契約の対象となる案件

契約管財課の入札案件 ⇒ R5.4.1開始 ⇒ R6.4.1原則電子契約化

他部署の工事関係案件 ⇒ R5上半期中に開始予定（電子・書面の選択制）

工事関係以外の案件 ⇒ R5下半期中に開始予定（電子・書面の選択制）
※書面で契約しなければならないものを除く
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一般競争入札

2,000万円以上の物品購入業務

紙入札

郵便入札

令和5年4月から対象 令和5年4月時点では対象外
※今後対象となる予定

電子契約の対象となる案件の範囲

指名競争入札

指名競争入札

電子入札

電子入札

随意契約

見積合わせ ・ 特命随契

測量・建設コンサル
タント委託業務

建設工事

建設工事
測量・建設コンサル
タント委託業務 物品購入業務 委託業務

測量・建設コンサル
タント委託業務

委託業務

建設工事

物品購入業務

R5年9月までに開始予定 R5年9月までに開始予定

R6年3月までに開始予定 R6年3月までに開始予定

R6年3月までに開始予定 R6年3月までに開始予定



電子契約サービスによる契約締結の同意
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電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して
契約締結をする場合は、事前に同意をいただい
た上で行います。

電子契約を希望される場合は、事前に「電子契
約同意書兼メールアドレス登録申請書」を提出し
て下さい。

申請書の「利用メールアドレス①」には、事業所
内で契約の権限がある方のメールアドレスを登
録してください。メールアドレスは個人のものが
望ましいですが、代表メールアドレス等でもかま
いません。

「利用メールアドレス②」は、契約内容の確認、同
意を2名で行う場合にご利用ください。

（様式第１号） 

年  月  日 

 

 

香南市長 様 

 

所在地又は住所  

商号又は名称  

代表者職氏名  

                 

 

 

 

電子契約同意書兼メールアドレス登録申請書 

 

 

香南市と電子契約サービスを利用して契約を締結することに同意します。 

なお、電子契約締結に利用するメールアドレスは、次のとおりとします。 

 

 

利用メール 

アドレス① 
 

※必須 
契約権限を有
する者 

メールアドレス  

部 署 名  

役 職  

氏 名  

利用メール 

アドレス② 
 

※任意 
必要に応じて
登録 

メールアドレス  

部 署 名  

役 職  

氏 名  

                           

 

※利用メールアドレスのうち1件は必ず契約権限を有する者のメールアドレスを記載して下さ

い。 

※メールアドレスの登録は最大で2件とします。2件登録した場合は、それぞれのメールアドレ

スで承認処理が必要となりますのでご注意下さい。 

※登録したメールアドレスに変更があった場合は、速やかに変更後のメールアドレスを報告

してください。 

※営業所等に委任している場合は、受任者について記載して下さい。 

※建設工事請負契約においては、建設業法第 19条第 1項及び第 2項の規定による書面の

交付に代えて、法令に定める措置を講じた電磁的記録により実施することについて、本同

意書をもって相互に承諾するものとします。 



契約書と一緒に綴じていた書類について

5

契約書提出時に「中間前払金」か「部分
払」を選択していただいている、『別紙
６』及び『建設リサイクル法第13条関係
様式』については、クラウドサインの機
能により、チェックボックスやフリーテ
キストの入力項目を作成して、契約書
確認時にクラウドサイン上で選択、入
力していただくことを考えています。

上記の方法で、運用上不都合があると
判断した場合は、これらの書類をPDF
形式で提出していただいた後、契約書
等とまとめたＰＤＦをクラウドサインで
送信する方法を考えています。

 

 

建設ﾘｻｲｸﾙ法第 13 条関係様式 

特記事項 

                         建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）  

 

 １．分別解体等の方法 

工 

程 

ご 

と 

の 

作 

業 

内 

容 

及 

び 

解 

体 

方 

法 

工程及び作業内容 分別解体方法 

 ①仮設  工事□有 □無 □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

   

 ②土工  工事□有 □無 □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

   

 ③基礎  工事□有 □無 □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

   

 ④本体構造  工事□有 □無 □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

   

 ⑤本体付属品  工事□有 □無 □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

   

 ⑥その他  工事□有 □無 □手作業 

  □手作業・機械作業の併用 

     （注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 

 

 ２．解体工事に要する費用（直接工事費）                         円（税抜き） 

   （注）・解体工事の場合のみ記載する。 

        ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 

      ・解体工事に伴う仮設費及び運搬費は含まない。 

 

 ３．再資源化等をする施設の名称及び所在地 

 特定建設資材廃棄物の種類      施設の名称            所在地 

   

   

   

   

 

 ４．再資源化等に要する費用（直接工事費）                         円（税抜き） 

           〔運搬費を含む。〕 

 

（注）・記載に当たっては，設計図書等に基づく金額を記入すること。 

 

 

 



契約保証等について
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契約保証のうち、西日本建設業保証(株)による契約保証、前払金保証、中間
前払金保証については、現在、その関連会社である日本電子認証(株)と電子
保証確認サービス『Ｄ－Ｓｕｒｅ』の導入に向けて打ち合わせを行っているとこ
ろです。

サービスが利用開始となった時点で、電子保証確認サービスにより保証証書
を電子証書として提出できるようになる見込みです。
それまでは、今までどおり書面での提出が必要となりますので、よろしくお願
いします。

なお、西日本建設業保証(株)以外が行う
保証（保険会社の保証や金融機関の保証）
については、電子保証確認サービスによ
る電子証書提出の対象とはなりませんの
で、ご注意ください。



香南市（発注者）
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令和５年４月以降の契約締結事務フロー

❺ ＰＤＦファイルを作成
契約書
中間前払金・部分払の選択（別紙6） ※工事のみ
建設リサイクル法第13条関係様式 ※工事のみ
金抜き設計書
見積参考資料 ※工事のみ
特記仕様書等

❹ 電子契約同意書兼メールアドレス登録申請書
により、クラウドサインにメールアドレス等を登録

❶ 落札者決定後、契約方法の希望を確認
※同意書兼登録申請書を受領済の場合、❶～❹の手順なし

❾ 所属長が契約書
を確認

❽ 担当者が契約書・
その他書類を確認

入札参加者（受注者）

❸ 電子契約同意書兼メール
アドレス登録申請書を提出 今まで通りメール

で契約書のPDF
を送ります。

２部製本し、関係
書類を添えて
「契約管財課」に
提出して下さい。

後日、担当部署
から押印済の契
約書１部をお渡し
します。

❷ 電子契約による契約締結を希望する

はい

❻ メールに表示されている
ボタンを押し、クラウドサイン
上で契約書を確認
※メールアドレスを2件登録している
場合は【メールアドレス②】→【メール
アドレス①】の順で同意が必要

❼ その他提出書類を作成
技術者等の届出書・その他書類
※メール又は書面提出

契約保証証書等
※電子保証開始までは書面提出

メール提出

送信

メール送信

いいえ

契約締結

同意

提出同意


